
    清須市男女共同参画プラン　施策体系一覧表 資料１　　

基本目標 施策 施策の方向 取り組み 担当課

①人権に関する啓発活動の推進 1
市民を対象に広く人権に関する理解を深めるため、人権問題に関す
るパンフレットや啓発物品を配布し、啓発活動を推進します。

社会福祉課

1
学校教育、成人教育、高齢者教育、家庭教育などにおいて、幅広い
年代を対象とし、人権問題をテーマとした研究会や講演会・講座等を
開催します。

社会福祉課

2
12月４日から12月10日までの「人権週間」には、人権尊重の大切さを
呼びかけ、明るく住みよい社会づくりを進めます。

社会福祉課、学校教育課、高齢福祉課

③人権相談窓口の充実 1
人権擁護委員による人権よろず相談を実施するとともに、人権に関す
る相談に随時応じます。

社会福祉課

①広報紙、ホームページ等による男女共同
参画に関する啓発活動の推進

1
男女共同参画について市民の理解や意識向上を図るため、広報紙
や市のホームページを活用し、情報提供や啓発活動を行います。

生涯学習課

②男女共同参画に関する講演会等の開催 1
市民の男女共同参画に関する理解を深め、男女共同参画を推進す
る意識の醸成を図るため、講演会等を開催します。また、講演会等の
企画、運営については、市民や市民団体との協働により行います。

生涯学習課

③広報物のガイドライン活用 1

市が発行する広報、刊行物について、性別に偏らない表現、性別に
よるイメージを固定化しない表現、男女の対等な関係の表現等に留
意し、男女共同参画社会の実現へ寄与するために、ガイドラインの活
用を図ります。

人事秘書課、生涯学習課

1
学校等において人権尊重や男女平等意識を育み、男女の相互理解
や協力を推進する教育の充実を図るとともに、子どもを指導する立場
である教職員等に対して、意識啓発を図ります。

学校教育課

2
男女平等意識の醸成を進めるため、男女混合名簿への移行につい
て検討していきます。

学校教育課

②男女共同参画に関する学習機会の充実 1
市民一人ひとりが男女共同参画について理解を深め、学べるように、
生涯学習講座や家庭教育講座の開催など、学習機会の充実を図りま
す。

生涯学習課

①学校等における男女平等を推進する教
育の充実
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    清須市男女共同参画プラン　施策体系一覧表 資料１　　

基本目標 施策 施策の方向 取り組み 担当課

1
市の附属機関、委員会等への女性委員の登用を積極的に進めてい
きます。また、登用状況を定期的に調査及び公表します。

全課

2 女性委員のいない審議会等を解消するように努めます。 全課

②女性の管理職への登用 1
個人の適性や能力を踏まえ、性別にとらわれず管理職員への登用を
行います。

人事秘書課

1
女性リーダーを育成するため、県などが行う研修会や講座への参加
を促進します。

生涯学習課、学校教育課

2 女性の人材に関する情報を幅広く収集します。 生涯学習課、学校教育課

基本目標 施策 施策の方向 取り組み 担当課

1
家庭において男女がともに家事・育児・介護等について協力して取り
組むことができるよう情報提供や啓発を行います。

子育て支援課、生涯学習課、健康推進課

2
男性向けの家事教室や料理教室の開催により、男性の家庭生活への
参画を促進するとともに、男性がともに育児、介護などに関わることが
できるよう、公共施設の改善を検討します。

生涯学習課、財産管理課

1 男女がともに様々な地域活動へ参画できるよう、啓発等を行います。 高齢福祉課、生涯学習課

2
町内会や老人クラブ、ＰＴＡ、子ども会など、各地域におけるさまざま
な地域活動において、男女平等の理解の浸透を図ります。

高齢福祉課、生涯学習課

1

自主防災組織などの地域における防災の取り組みに対し、男女共同
参画の視点を取り入れることができるよう支援するとともに、子どもや若
者、高齢者、障害のある人、LGBTQなど,多様な人々への配慮にもつ
ながるよう取り組みます。

危機管理課

2
避難所などの場所において、多様なニーズに応じた安全が確保され
るよう配慮し、個人の人権を尊重したうえで、男女共同参画の視点か
ら必要と思われる備蓄品などを整備します。

危機管理課
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    清須市男女共同参画プラン　施策体系一覧表 資料１　　

基本目標 施策 施策の方向 取り組み 担当課

1
ワーク・ライフ・バランスが実現できるよう、多様な働き方に関して関係
機関と連携し、就業者、事業者に対する情報提供や意識啓発を行い
ます。

産業課

2
就労に関する法令の普及、啓発や労働条件に関する情報提供、啓発
を行います。

産業課

1
保育サービスをはじめとする子育て支援サービスの充実と、ワーク・ラ
イフ・バランスを保つために家庭における介護サービス等の充実を図
ります。

子育て支援課、高齢福祉課

2
育児休業、介護休業制度が利用しやすいものとなるように事業者に働
きかけを行います。

産業課、子育て支援課

3
ファミリー・フレンドリー企業(育児・介護等の生活と仕事が両立できる
ような制度を持つ企業)への登録を促進します。

産業課、子育て支援課

①男女の均等な雇用機会の確保と推進 1
国や県、関係機関等との連携により、事業主に対して、男女雇用機会
均等法をはじめとする労働関連法令の趣旨の周知を図り、適切な運
用への働きかけを行います。

産業課

1
農業や自営業に従事する家族従業者の労働条件や待遇等の改善に
関する「家族経営協定」等の情報提供や啓発を行います。

産業課

2
協働経営をしている女性も認定農業者として経営に参画することがで
きる制度の普及を推進します。

産業課

4-3
女性のチャレンジ

支援
①職業能力の向上や再就職への支援 1

関係機関と連携し、女性に対して関係機関等が行う職業能力の向上
を図る研修等や再就職へのチャレンジを支援するための情報提供を
行います。

産業課、生涯学習課

②仕事と家庭・地域生活との両立の支援
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    清須市男女共同参画プラン　施策体系一覧表 資料１　　

基本目標 施策 施策の方向 取り組み 担当課

①高齢者の自立の支援 1
介護サービスの計画的な提供と福祉サービスの充実を図り、高齢者
が自立した生活を送れるよう支援します。

高齢福祉課

②障がい者の自立の支援 1
障がいのある人の社会参加を進め、自立した生活が送れるよう、障が
いの程度に応じた適切なサービスの提供を図ります。

社会福祉課

③ひとり親家庭への支援の充実 1
ひとり親家庭への相談や経済的支援を行い、生活の安定と自立した
生活が送れるよう福祉サービスの充実を図ります。

子育て支援課

④外国人女性への支援 1 在住外国人女性に対する情報提供や相談支援を充実します。 子育て支援課、生涯学習課

1
女性の検診の機会を活用し、女性における病気の予防や健康に関す
る知識を啓発するとともに、現代社会におけるメンタルヘルスの対応
など、こころの健康に関する知識の啓発を行います。

健康推進課

2
身体的・精神的・社会的な多様性に配慮し、市民一人ひとりが日常的
に健康づくりに取り組めるよう関係機関と連携を図り支援します。

健康推進課

3
地域での自発的な健康づくり活動が広く実施され、市民自らが参加で
きるよう地域づくりを推進するとともに健康づくりリーダーの育成を支援
します。

健康推進課

1

妊娠・出産期における女性の各種健康診査や保健指導、相談等を充
実し、安心して妊娠・出産期を過ごせるよう支援するとともに、妊婦とそ
の配偶者やパートナーに対して、パパママ教室において妊娠・出産
期の健康に関する知識を啓発します。

健康推進課

2
子どもが健康的に過ごせるための知識や健康な生活習慣の実践を普
及・啓発し、関係機関と連携を強化し子育て支援のための体制を充
実していきます。

健康推進課

3
リプロダクティブ・ヘルス/ライツ(性と生殖に関する健康・生命の安全
を、ライフステージを通して、権利としてとらえる概念)に関する情報を
提供します。

健康推進課、学校教育課
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    清須市男女共同参画プラン　施策体系一覧表 資料１　　

基本目標 施策 施策の方向 取り組み 担当課

1
DV、セクシュアル・ハラスメントや性犯罪、パワー・ハラスメント等、主に
女性が被害者となる暴力についての市民の認識を高めるための広
報、啓発活動を図ります。

子育て支援課、産業課

2
児童虐待や高齢者虐待、障がい者虐待等、あらゆる暴力を防止する
ための市民の意識啓発を図ります。

産業課、社会福祉課、子育て支援課、高齢
福祉課

3
被害の早期発見のため、市民向けの講座などによりＤＶや児童虐待
についての認識を深めるとともに、被害発見時の通報の必要性につ
いて啓発します。

子育て支援課、産業課

②若年層に対する予防啓発 1
若い男女間で起きているデートＤＶに対応するため、高校や大学など
に対し出前講座を実施します。

子育て支援課、学校教育課

①相談体制の整備・強化 1
相談員への研修機会を充実し、相談員の資質の向上を図ることによ
り、ＤＶ被害者の二次被害を防止します。

子育て支援課、学校教育課

②相談業務の周知・啓発 1
広報紙、市のホームページなどにより、各種相談窓口の開設状況を
利用者に周知します。

人事秘書課、社会福祉課、子育て支援課、
高齢福祉課

③連携体制の充実 1
庁内関係部署や、警察等、他の機関、団体との連携体制を確立し、
情報共有を図るとともに、被害者への支援体制を確認します。

全課

①一時的な保護、支援の実施 1
DV被害者を一時的に保護し、加害者から離れて自立して生活できる
ように、関係機関と連携し、施設の入所や就職の斡旋等を行います。

子育て支援課

②自立支援体制の確立 1
ＤＶ被害者が自立した生活を送れるよう、相談支援・経済的援助など
各種の長期的な支援を行います。

子育て支援課
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